
.

.

2.

1.

県事協

2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

記入例②　被扶養配偶者が第３号被保険者非該当となったとき 
※被扶養者取消申告書［整理番号10］添付書類

バーコードの付いている様式を使用する

記入不要

受付印不要

共済組合では，基礎年金番号による
届出としている。 
【「国民年金第３号被保険者関係届
等に関する事務処理等の変更につい
て（通知）」平成31年２月14日付け
公共鹿第964号）

第３号被保険者からみた配偶者となる，
組合員本人について記入する。

住民票の住所を
記載する

被扶養配偶者が
自署した場合は
押印不要。

基礎年金番号による届出と
していることからチェック
は不要となる。

理由が「１.死亡」のときは死亡した日の翌日が， 
「２.離婚」・「３.収入増加」の場合は事実発生日が， 
非該当となった日となる。

記入不要

組合員本人について記入する。 
（電話番号は所属所のものを記入）


